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一 

和
歌
山
県
白
浜
町
（
町
長
南
和
七
）
は
、
同
町
内
に
本
社
を
有
す
る
明
光
バ
ス
株
式
会
社
（
社
長
小
竹
林
二
）
の

所
有
す
る
専
用
自
動
車
道
（
昭
和
十
一
年
三
月
三
日
鉄
道
大
臣
認
可
）
を
昭
和
三
十
一
年
十
月
十
四
日
、
町
長
専

決
処
分
を
も
つ
て
町
に
接
収
す
る
旨
を
明
光
バ
ス
株
式
会
社
に
通
告
し
た
。
同
年
十
月
二
十
六
日
町
議
会
は
町

長
の
な
し
た
専
決
処
分
を
承
認
し
、
さ
ら
に
同
年
十
一
月
十
四
日
町
議
会
は
町
道
に
認
定
し
た
。
白
浜
町
は
こ

れ
を
告
示
し
、
明
光
バ
ス
株
式
会
社
と
紛
争
の
後
、
昭
和
三
十
二
年
七
月
十
六
日
供
用
開
始
の
告
示
を
な
し 

た
。 

 
1 

鉄
道
大
臣
認
可
に
よ
る
専
用
自
動
車
道
を
道
路
法
に
基
づ
い
て
地
方
自
治
体
が
町
道
に
認
定
す
る
権
限
が

あ
る
か
ど
う
か
。 

よ
つ
て
次
の
点
に
つ
き
質
問
す
る
。 

和
歌
山
県
白
浜
町
に
お
け
る
自
動
車
専
用
道
路
問
題
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

三 

さ
ら
に
、
町
は
専
用
自
道
車
道
の
一
部
道
路
敷
は
町
有
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
明
光
バ
ス
株
式
会
社
に
町 

二 
右
に
関
し
、
明
光
バ
ス
株
式
会
社
は
、
昭
和
三
十
二
年
七
月
十
五
日
、
和
歌
山
地
方
裁
判
所
に
対
し
「
専
用

自
動
車
道
占
有
妨
害
禁
止
仮
処
分
命
令
申
請
」
を
提
起
し
、
同
年
十
二
月
二
十
三
日
和
歌
山
地
方
裁
判
所
は
、

「
町
よ
り
三
千
万
円
の
保
証
金
を
立
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
明
光
バ
ス
株
式
会
社
の
占
有
を
取
消
す
」
と
の
判

決
が
あ
り
、
町
及
び
明
光
バ
ス
株
式
会
社
の
双
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
議
の
控
訴
を
な
し
た
。
昭
和
三
十
六
年
三
月

三
十
日
大
阪
高
等
裁
判
所
は
、
「
町
が
三
千
万
円
供
託
す
れ
ば
明
光
バ
ス
株
式
会
社
の
占
有
を
取
消
す
う
ん
ぬ 

ん
と
い
う
和
歌
山
地
方
裁
判
所
の
判
決
は
取
消
す
。
明
光
バ
ス
株
式
会
社
が
二
百
万
円
を
供
託
し
た
仮
処
分
決

定
は
こ
れ
を
認
可
す
る
。
町
の
控
訴
は
棄
却
す
る
。
」
旨
の
判
決
を
な
し
た
。 

1 

大
阪
高
等
裁
判
所
の
判
決
に
よ
つ
て
、
町
が
敗
訴
し
た
が
訴
訟
費
用
そ
の
他
自
治
体
に
及
ぼ
し
た
財
政
的

損
害
に
対
す
る
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
。 

よ
つ
て
、
次
の
点
に
つ
き
質
問
す
る
。 

四 

 



 

 

五 

有
地
返
還
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
議
会
に
お
い
て
決
定
し
た
。 

よ
つ
て
、
次
の
諸
点
に
つ
き
質
問
す
る
。 

1 

運
輸
大
臣
の
認
可
に
よ
る
専
用
自
動
車
道
の
一
部
に
町
有
地
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
借
用
期
限
が
あ
る
に

か
か
わ
ら
ず
返
還
を
求
め
る
と
い
う
行
政
措
置
は
妥
当
で
あ
る
か
。
ま
た
地
方
自
治
体
と
し
て
そ
の
権
限
が

あ
る
か
ど
う
か
。 

2 

前
各
項
の
よ
う
に
専
用
自
動
車
道
を
中
心
と
し
て
紛
争
を
繰
り
返
え
す
こ
と
は
自
治
体
と
し
て
好
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
と
思
う
が
、
こ
れ
に
対
し
、
自
治
省
が
円
満
な
町
政
運
営
に
つ
い
て
助
言
又
は
指
導
す
る
方

策
が
あ
る
か
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


